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国民健康保険被保険者証を７月中旬に特定記録郵便で、世帯主宛に送付します。

送付には１週間程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、お手元に届かない場合は、保険課まで問い合わせください。

国民健康保険にご加入の皆さんへ

【 問い合わせ先 】　市保険課 ☎ 31-0212

≪　変 更 点　≫

○有効期限
　平成 30 年 7 月 31 日  ⇒  平成31年 7月 31日
○保険証の色
　変更ありません。

注）保険証のレイアウトは、変更する場合があります。
　　退職被保険者については、「退 」というマークが
　　明記されます。

平成30年度「国民健康保険被保険者証（保険証）」の送付について

★★★ 新しい保険証を送付します  ★★★

① 退職被保険者証をお持ちの方で、平成 31 年 7 月 31 日までに 65 歳の誕生日を迎える方
② 平成 31 年 7 月 31 日までに 70 歳の誕生日を迎える方

③ 平成 31 年 7 月 31 日までに 75 歳の誕生日を迎える方

④ 保険税の滞納がある方

≪ 1 日生まれ≫・誕生月前月の月末　　※誕生月以降の保険証は、誕生月前月の月末までに送付します。

≪ 2 日以降生まれ≫・誕生月の月末　　※誕生月翌月以降の保険証は、誕生月の月末までに送付します。

・誕生日の前日　※ 誕生日以降の保険証については、誕生月の前月に島根県後期高齢者医療広域連合から
「後期高齢者医療被保険者証」が送付されます。

・平成31年1月31日 ※保険税の滞納がある方については、最長で半年の短期の保険証を発行することとな
ります。また、特別な理由がなく、１年以上保険税を滞納された場合には、保険証
を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。

●次に該当する方は有効期限が異なります

● 70 歳以上の方へは、高齢受給者証との兼用証を送付します

「兼高齢受給者証」の文字が明記されています

一部負担割合が明記されています

注）保険証のレイアウトは変更する場合があります。

○割
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　国民健康保険に加入されている被保険者の方へお送りする『国民健康保険の医療費のお知らせ（医療費通知）』
が、平成 30 年 7 月発送分から様式を変更し、平成 30 年分の確定申告の医療費控除の添付書類として使用できる
ようになります。

国民健康保険にご加入の皆さんへ

【 問い合わせ先 】　市保険課 ☎ 31-0212

①発送時期と対象診療月

②医療費通知レイアウト

『国民健康保険の医療費のお知らせ （医療費通知）』

が確定申告に使用できます

通知回数 発送予定時期 対象診療月 備　　考

1 7 月中旬 1 月～ 3 月 ※10月～12月の診療分につきましては、確
定申告時期に発送が間に合わないため、
領収書等で医療費控除の申告をしてくだ

さい。

2 10 月中旬 4 月～ 6 月

3 翌年１月中旬 7 月～ 9 月

4 4 月中旬 10 月～ 12 月

・医療費通知は再発行しませんので、大切に保管してください。
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